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鈴鹿市水道事業基本計画等策定業務委託 

公募型プロポーザル方式に係る実施要領 
 

（目的） 

第１条 この要領は、鈴鹿市水道事業基本計画等策定業務委託（以下「業務委託」

という。）を実施するため、公募型プロポーザル方式（以下「プロポーザル」

という。）による事業者選定に関して必要な事項を定める。 

 

（参加募集等） 

第２条 鈴鹿市上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）は、プロポーザ

ルに参加する事業者を募集するため、鈴鹿市上下水道局公告式規程（昭和４

４年鈴鹿市水道部管理規程第１号）により公告するとともに、鈴鹿市上下水

道局ウェブサイトにおいて公表するものとする。 

 

（受託候補者選定方法） 

第３条 業務委託の受託候補者選定に当たり、プロポーザルにおける技術提案

及び企画提案を評価するため、鈴鹿市水道事業基本計画等策定業務委託受託

候補者選定審査委員会の設置等に関する要綱に基づき、鈴鹿市上下水道局に

設置した鈴鹿市水道事業基本計画等策定業務委託受託候補者選定審査委員会

（以下「委員会」という。）において審査し、管理者が選定する。 

 

（参加資格審査） 

第４条 委員会は、事業者から提出された参加申込書及び添付書類に基づき、事

業者のプロポーザルへの参加について審査する。 

２ 審査の結果、プロポーザルへの参加を有すると認めた事業者（以下「参加事

業者」という。）には、参加資格審査結果通知書（第４号様式その１）の送付

により、企画提案書の提出を要請する。 

３ 審査の結果、プロポーザルへの参加資格を有しないと認めた事業者には、参

加資格審査結果通知書（第４号様式その２）の送付により、プロポーザルへ

参加できない旨を通知する。 

 

（第一次審査） 

第５条 委員会は、提出された企画提案書等書類について鈴鹿市水道事業基本

計画等策定業務委託公募型プロポーザル審査基準（以下「審査基準」という。）

に基づき第一次審査を行い、上位の５者を選定する。審査結果の通知は、第

一次審査結果通知書（第１２号様式）により、企画提案書の提出のあった全

ての者に通知するものとする。 

２ 第二次審査の対象となった者には第二次審査の日時等を記載して通知する。 

 

（第二次審査） 

第６条 委員会は、第二次審査の対象となった者に企画提案書に基づいたプレ

ゼンテーションの機会を設け、ヒアリングを実施する。 
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２ 審査は、審査基準に基づき評価及び採点が行われ、第一次審査と第二次審査

の合計点が最も高い者を最終受託候補者として選定する。 

３ 同点の者が複数いる場合には、原則として提案金額の安価な者を上位とす

る。 

４ 評価の順位付けは全ての第二次審査対象者に対して行い、公表は１位のみ

とする。 

５ 第二次審査対象者が１者の場合は、配置予定技術者の実績・企画提案書・プ

レゼンテーションの各項目の評価点が６０点以上により受託候補者とする。 

 

（審査結果の報告） 

第７条 委員会は、審査結果を管理者に報告しなければならない。 

 

（最終受託候補者の決定及び通知） 

第８条 管理者は、前条の報告を受け最終受託候補者を決定する。 

２ 管理者は、最終受託候補者に選定された参加事業者に対し、選定結果通知書

（第１４号様式その１）の送付によりその旨を通知する。 

３ 管理者は、前項の通知について、事前に鈴鹿市請負工事等執行部会（以下「執

行部会」という。）に報告するものとする。 

 

（非選定結果の通知） 

第９条 管理者は、最終受託候補者に選定されなかった参加事業者に対し、選定

結果通知書（第１４号様式その２）の送付によりその旨を通知する。 

２ 前項の通知を受けた者は、通知を受けた翌日から起算して７日（鈴鹿市の休

日を定める条例（平成元年鈴鹿市条例第２号）第２条に規定する市の休日を

除く。）以内に、非選定理由についての説明を求めることができるものとする。 

３ 管理者は、非選定理由について説明を求められたときは、説明を求めること

ができる最終日の翌日から起算して１５日以内に、書面により回答するもの

とする。 

４ 管理者は、前項の回答内容を、事前に執行部会に報告するものとする。 

 

（契約の締結） 

第１０条 管理者は、鈴鹿市上下水道局契約等に関する規程（平成１７年度鈴鹿

市水道局管理規程第３号）に基づき最終受託候補者と契約条件について協議

の上、業務委託契約を締結する。 

２ 業務委託契約は、鈴鹿市上下水道局がプロポーザルの公告で示した内容や

要領を仕様の基本とし、最終受託候補者の提出した企画提案書の内容を踏ま

えて締結する。 

 

（失格要件） 

第１１条 管理者は、参加事業者が次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し

た場合、審査結果等にかかわらず既に決定した事項を取消し、失格とするこ

とができる。 

（１） 参加申込書、企画提案書及びこれらの添付書類の作成に関して不正があ

った場合 
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（２） 鈴鹿市水道事業基本計画等策定業務委託公募型プロポーザル募集要項

第５項各号に掲げる参加資格要件のいずれかを満たさないことが判明し

た場合 

（３） 選定の公正性又は公平性を害する行為があった場合 

 

（事実と異なる書類等の取扱い） 

第１２条 参加事業者の提出書類及び参加資格に事実と異なることが判明した

場合、その内容を委員会が審査し、その取扱いについて決定するものとする。 

２ 委員会は、必要に応じて当該参加事業者に対し、前項の内容についてヒアリ

ングを行うことができる。 

３ 管理者は、第１項の内容が重大又は悪質であり、プロポーザルの公正性及び

公平性を著しく損なう恐れがあると認めた場合は、既に決定した事項を取り

消すことができる。 

 

（次順位の繰上げ） 

第１３条 管理者は、最終受託候補者に委託業務を履行することができない事

由が生じた場合、プロポーザルにおいて次順位以下となった参加事業者のう

ち、評価基準総合点が上位であったものから順に業務委託の契約交渉を行う

ことができる。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は令和６年３月 15日から施行する。 

 （この要領の失効） 

２ この要領は、最終受託候補者と当該業務委託の契約を締結した日限り、その

効力を失う。 


